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広
報
7
月
号
で
お
知
ら
せ
の
と
お
り
昨

年
よ
り
協
議
を
進
め
て
き
た
当
別
・
月
形
・

新
篠
津
任
意
合
併
協
議
会
は
、
３
町
村
の

合
併
協
議
に
対
す
る
考
え
方
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
こ
と
か
ら
６
月　

日
を
も
っ
て
解

３０

散
し
ま
し
た
。

　

少
子
高
齢
化
な
ど
厳
し
い
社
会
情
勢
の

中
で
、
合
併
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、

行
財
政
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
任
意
合
併
協
議
会
の
解
散
に
よ

り
、
町
と
し
て
は
自
立
を
目
指
し
、
早
急

に
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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町
は
、「
第
４
次
総
合
計
画
」
に
基
づ

き
、
計
画
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
一
方
、「
行
政
改
革
大
綱
」
に
よ

る
、
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
長
引
く
不
況
の
影
響
か
ら
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�
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�
を
迎

え
る
こ
と
に
加
え
て
、
国
が
進
め
て
い
る

「
三
位
一
体
の
改
革
」
に
よ
り
、
地
方
交

付
税
の
大
幅
な
減
額
が
実
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
、
町
の
財
政
は
大
き
な
影
響
を

受
け
て
い
ま
す
。
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ご意見やアイディアは、企画部行財政改革担当
�23－２３９３　�25－５５５５
E-mail：gyoukaku@town.tobetsu.hokkaido.jp
までお気軽にお寄せください。
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平
成　

年
度
当
初
予
算
も
４
年
連
続
で

１６

緊
縮
予
算
の
編
成
と
な
る
な
ど
危
機
的
な

町
財
政
を
抜
本
的
に
立
て
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
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個
性
豊
か
で
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
住
民
や
地
域
活
動

を
行
う
団
体
の
皆
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
ま
ち
づ
く
り
に
主
体
的
に
参
加
し
行
政

と
連
携
し
協
働
す
る
地
域
づ
く
り
を
進
め

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
主

導
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
事
務
事
業
や
行
政

組
織
を�
�
�
�
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�
�
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�
簡
素
で
効
果

的
、
効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
確
立
と
財

政
基
盤
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
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月
ま
で
に
素
案
を
ま
と
め
、
今
年
度

１１
内
に
決
定
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
計
画

期
間
は
『
総
合
計
画
の
残
り
の
期
間
』
の

�
��
�
�
ま
で
と
し
ま
す
。
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���������	
����　政策決定や計画策定
の際に住民の意見を広く取り入れるために、意思決定
過程の早い段階から住民参加のもとで策定などを進
めること。団体や住民との意見交換やアンケートの
実施など手法は様々です。
��������　様々な立場の人が参加し、一定の
ルールで、参加者一人ひとりが対等な立場で意見やア
イディアを出し合い、結果をまとめていくこと。

���������	�　少人数のグループに、司会進
行役がついて、あるテーマに沿って座談会形式で意見
を聞くこと。
���������	
　政策の立案や計画を策定する
際に、原案（素案）や参考となる資料を公表して、広
く住民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を
考慮しながら意思決定を行うとともに、意見に対する
考え方を公表すること。
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当
別
町
は
緑
豊
か
な
山
々
の
自
然
と

美
し
い
田
園
風
景
が
あ
り
「
美
し
い
ま
ち

当
別
を
み
ん
な
で
つ
く
る
条
例
」
に
基
づ

い
て
、
町
民
み
な
さ
ん
が
美
し
い
ま
ち
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　

町
全
体
が
美
し
い
景
観
と
は
ど
ん
な

も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
木
、
き

れ
い
な
水
、
ご
み
の
な
い
町
な
ど
い
ろ
い

ろ
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
先
の
美
し
い
景
観
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
に
町
内
か
ら　

名
を
選

１０

出
し
「
当
別
町
美
し
い
景
観
委
員
会
」
を

組
織
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
３
回
の
会
議
を
開
催
し
、

「
大
き
な
木
」
の
選
考
の
ほ
か
に
、
美
し

い
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
の
ル
ー
ル
づ
く

り
な
ど
活
発
な
協
議
を
重
ね
て
い
ま
す
。
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平
地
、
山
間
の
や
や
湿
っ
た
土
地
に
多
く

生
え
る
北
海
道
の
代
表
的
な
落
葉
樹
。 ������

������
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別
名
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
。
北
海
道
の
代
表

的
な
サ
ク
ラ
で
道
内
に
あ
る　

カ
所
の
気

１５

象
台
・
測
候
所
の
う
ち
９
カ
所
で
桜
開
花

の
標
本
木
に
な
っ
て
い
る
。
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北
海
道
南
部
以
南
に
分
布
し
、
庭
園
な
ど

に
使
わ
れ
る
樹
皮
が
赤
褐
色
の
常
緑
樹
。

七
飯
町
の
赤
松
街
道
が
有
名
。
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ア
カ
ダ
モ
と
も
呼
ば
れ
る
。
北
海
道
に
多

く
自
生
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
伝
説
に
も
登

場
す
る
北
海
道
を
代
表
す
る
落
葉
樹
。
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北
海
道
で
は
ご
く
普
通
の
広
葉
樹
で
、
白

い
幹
が
美
し
く
、
北
国
の
情
緒
を
か
も
し

出
す
樹
種
。
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高
さ
1
〜
2
ｍ
の
落
葉
低
木
。蜜
に
毒
を
含

む
有
毒
植
物
で
、牛
や
馬
が
食
べ
な
い
た
め

放
牧
地
で
は
群
落
を
作
る
。
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当別土地改良区高木慶弘委 員 長

当別町商工会女性部石本留美子副委員長

JA北石狩奥村勇二

委　　員

JA北石狩青年部加藤孝弘

JA北石狩女性部市川栄子

JA北石狩女性部石田まさ子

当別土地改良区宮崎美加

当別青年会議所下段　聡

とうべつフラワーマスター連絡会菅　純子

当別町観光協会安藤　正
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平
地
、
山
地
の
沢
沿
い
や
、
や
や
湿
っ
た

斜
面
に
生
え
る
落
葉
樹
。
札
幌
市
円
山
の

天
然
林
が
有
名
。
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樹
形
が
美
し
く
、庭
木
や
街
路
樹
と
し
て
植

栽
さ
れ
て
い
る
。東
京
・
霞
が
関
の
官
庁
街

や
、パ
リ
の
マ
ロ
ニ
エ
通
り
な
ど
が
有
名
。 �����

������
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北
国
の
野
山
に
春
の
訪
れ
を
つ
げ
る
花
の

ひ
と
つ
。
花
は
白
色
で
大
き
く
直
径　
�１０

以
上
に
も
な
る
。

�����
�����

中
国
原
産
の
ヤ
ナ
ギ
科
の
落
葉
樹
。
く
ね

く
ね
曲
が
っ
た
龍
の
よ
う
な
枝
が
特
徴
。 �����

�������

  （当別清掃社敷地内）
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道
内
に
広
く
自
生
す
る
落
葉
樹
。
北
海
道

土
産
の
熊
の
木
彫
り
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ

の
木
を
使
っ
て
い
る
。
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湿
原
や
沼
沢
地
に
生
育
す
る
高
木
で
、日
本

全
国
に
分
布
し
て
い
る
。湿
原
な
ど
に
森
林

を
形
成
す
る
数
少
な
い
樹
木
。
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駅
前
大
通
の
植
樹
升
に
た
く
さ
ん
の
花
が
見

事
に
咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
花
壇
の
花
は
駅
前
大
通
振
興
会
の
会
員

や
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ
ん
の
協
力

で
植
え
て
、
管
理
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
植
え
込
み
の
中
に
タ
バ
コ
の
吸
い
殻

や
ゴ
ミ
が
投
げ
ら
れ
て
い
た
り
、
犬
の
フ
ン
が
放

置
さ
れ
て
い
た
り
と
心
な
い
一
部
の
人
た
ち
の

行
為
が
目
に
余
る
状
況
で
増
え
て
き
て
、
管
理
を

し
て
い
る
地
域
の
方
は
本
当
に
困
っ
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
花
の
植
栽
や
管

理
に
携
っ
て
い
れ
ば
花
壇
を
汚
す
よ
う
な
行
為

は
絶
対
に
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
た
く
さ
ん
の

人
た
ち
の
努
力
が
こ
の
き
れ
い
な
花
壇
を
守
っ

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
す
。

　

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
住
民
一
人
ひ
と
り

が
マ
ナ
ー
を
守
れ
ば
、
当
別
町
が
も
っ
と
美
し
く

住
み
や
す
い
ま
ち
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

�

�

�

�

��������������������������������������������

��������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 企画部まちづくり推進課

　　 （�23－3073）
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　町商工会が山田靴店跡（弥生５２番地・約６０�）
を利用する店舗開業者を募集していたチャレン
ジショップが、８月１日にオープンしました。
　また、町の健康増進に関わっている北海道医
療大学が町からの一部支援を受け、JR当別駅前
に住民みなさんの歯科健診を行う施設「歯の健康
プラザ」を開設しました。
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　町内で在住する精神に障がいがあ町内で在住する精神に障がいがあ
る人の憩いの場となっている、つくる人の憩いの場となっている、つく
し共同作業所の製品や近隣作業所の作し共同作業所の製品や近隣作業所の作
品などを今回販売することになりまし品などを今回販売することになりまし
た。各作業所の製品を通して地域で障がいた。各作業所の製品を通して地域で障がい
をかかえて生活する方の活動が皆さんに伝わりをかかえて生活する方の活動が皆さんに伝わり
理解していただけると思います。つくし作業所は巣箱や大切理解していただけると思います。つくし作業所は巣箱や大切
に育てた野菜などを、近隣作業所からは手作り小物など販売しに育てた野菜などを、近隣作業所からは手作り小物など販売し
ますのでぜひ立ち寄って見てください。ますのでぜひ立ち寄って見てください。
また、掲示板を設けてさまざまな活動紹介も行い、障がいを　また、掲示板を設けてさまざまな活動紹介も行い、障がいを

かかえる人たちの充実した活動と商店街の発展に貢献したいかかえる人たちの充実した活動と商店街の発展に貢献したい
と考えています。と考えています。
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　歯が痛くなる前に定期的に健診を受けて、虫歯や歯槽膿
漏を予防することはとても大切です。いつまでも健康な歯
を保ち、良く噛んでなんでもおいしく食べられると、脳も
刺激されて、ボケ防止や生活の質の向上につながります。
　お口の健康チェック、歯の健康相談、ブラッシングなど
町民一人ひとりにあったケアを歯科医師、歯科衛生士が行
い、必要な場合は、町内の歯科医師に紹介状も書きます。

　また空き店舗を利用し
たこのプラザを、町民同
士や町と大学の交流の場に利用してもらえるように、休憩スペースとお茶も
用意していますので気楽に寄ってもらいたいですね。
　医療大学が取り組んでいる「当別町２万人歯の健康プロジェクト」で、町民
全員の歯科健診を目指し、歯の健康のモデル地域として町民の健康管理に貢
献したいと思っています。　
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　町内みどり野でブリーダーショップ町内みどり野でブリーダーショップ
を開いています。市街から離れているを開いています。市街から離れている
こともあり知らない方が多いので、今こともあり知らない方が多いので、今
回、チャレンジショップを利用して開店回、チャレンジショップを利用して開店
しました。かわいい犬の洋服やフード、しました。かわいい犬の洋服やフード、
ケージなど販売しています。ケージなど販売しています。
また、トリミング、ペットホテル、子　また、トリミング、ペットホテル、子

犬の販売予約も行っていますので、お気犬の販売予約も行っていますので、お気
軽にご相談ください。みどり野のお店軽にご相談ください。みどり野のお店
にも是非お立ち寄りください。にも是非お立ち寄りください。　　
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　私の好きな「てっせん」が今年は枯れたの
かなと思っていたが添え木がわりのオンコ
の枝の葉の中で、ある朝咲いているのを見
つけた時「アレッ！！お前咲いていたの
か？」と思わず叫んだ。
　数年前に赤十字奉仕団の湯浅静子委員長
さんから長柄の小さい一株をもらってきた
ものだったがなぜか元気がなくて枯れたも
のと思っていた。今春、湯浅さんが急逝さ
れた後だっただけに淡い青紫の花を見た時
は本当に感激した。
　今年は異常に暑い夏だったので、うす紫
系の花は「涼し気でいい」と感じていたが三
年前に親しい方からいただいた「アジサイ」
が今年やっと咲いた。
　当別市街で道路拡張工事の為、立派なお庭
が縮小されるので無理を云って大きな株の
ままいただいたが二年間咲かなくて待ちど
おしかった。育て主の御夫妻が見に来て下
さった時は「アジサイ」はまだ四つ五つしか
咲いてなかったが生みの親に再会した喜び
でかその後、赤紫の珍しい花が沢山咲いた。
　裏庭の藤棚が五、六年前に雪の重みで壊
れてしまったのを機に取りはずして藤の蔓
も根元から切ってしまったのにこれが又毎
年つるを伸ばしてくるので何度も切りは
らっていたが、今年は格別伸びが良いので
ついに可愛想になり新しい棚を作ってやる
ことにした。
　異変と云われた猛暑は全国の町にいろい
ろ災害の爪跡を残したが、お蔭様で当別は
特別な事がなくてよかった。
　暑いあつい平成１６年の夏は終わったが、来
年は「鉄線」「紫陽花」「藤」が夫々の紫を競っ
て私にいい寄ってくれる来るだろうか？

　裁判員制度は、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判
に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どの
ような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度で、
裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する信頼
の向上につながることが期待されています。
　平成１６年５月「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
が成立し、公布の日（平成１６年５月２８日）から５年以内に
実施されます。
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　２０歳以上の国民のみなさんの中から、抽選で候補
者を選びます。実際に裁判員になるのは、この候補
者の中から、事件ごとに選任のための手続きにより
選ばれた人たちです。
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　裁判官３人と裁判員６人が一組となり、法廷で検
察官の主張や被告人・弁護人の主張、証拠の内容を見
聞きした上で、被告人が有罪かどうか、また有罪であ
るとしたら、どのような刑が適当かを議論して決め
ます。裁判員が参加する事件は、殺人罪、強盗致死傷
罪、放火罪などの重大事件です。
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　多くの裁判は、数日間で終わります。裁判所とし
ても充実した裁判を行い、国民のみなさんの負担を
軽くするように努力していきます。
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　裁判員の仕事をしていただくのに必要な知識、例
えば、裁判員の権限や、刑事裁判の基本的なルール、
法律の内容などについては、裁判官がていねいに分
かりやすく説明しますので、ご安心ください。
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　広く国民のみなさんに参加していただく制度です
ので、基本的に辞退はできないことになっています。
　ただ、学生や７０歳以上の方は辞退できますし、病
気や介護などの事情で裁判所に来ることが難しいと
認められた方も、辞退することができます。

 詳しくは、裁判所ホームページ：http://www.courts.go.jpへ。
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　旅費や日当などが支給されます。
　なお、法律によって裁判員の職務を行うのに必要
な時間は、職場を離れることが認められています。
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　北方圏の高校生が環境問題に理解を深め、各国の交流を深めようと北方
圏フォーラムが主催する「ユースエコフォーラム」が道民の森で開かれま
した。ロシア、アメリカなど５カ国８地域から２７人の高校生と道内の高校
生２０人が、「自然環境と人間の関わり」をテーマに分科会や視察を行い、
道民の森の宿泊棟で３泊４日を共に過ごしました。
　３日目には、西当別コミュニティーセンターで町主催の歓迎交流会が開

かれ、泉�町長の挨拶では、ロシア語と英語のスピーチを交
ぜながら各国からの高校生の来町を歓迎しました。
　また町ボランティア連絡協議会の方が、町内の食材を
使った心のこもった数々の日本料理でもてなしました。

　食事の合間に和
太鼓や、餅つき、
茶道などの日本文
化を体験した各国
の高校生は、言葉
の壁を越えて楽し
いひと時を過ごし
ました。
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　(８月３日～６日）
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　宮城県岩出山町の中・高校生でジュニアリーダーとして活躍
する２４人が来町し、本町ジュニアリーダーと交流しました。
　ジュニアリーダーは、中・高校生が地域のリーダーとして活
躍できるように青少年健全育成事業に積極的に取り組んでい
る子供たちで、初日に西当別コミュニティーセンターに岩出山
の子供たちを乗せたバスが到着すると当別のジュニアリー
ダーが「こんにちは。ようこそ！」と元気いっぱいに出迎えま
した。
「到着セレモニー」で当別町ジュニアリーダー団長大坪慎君
（高校２年生）が「皆さんと一緒に笑ったり、はしゃいだり、
真剣に考えたりしながら内容の濃い３日間を過ごしましょう」
と歓迎しました。
　２日目は、スウェーデンヒルズの散策、災害救援ネットワー
ク北海道の方と炊き出し実習の豚汁づくりを行い、夜には町青
山交流館でキャンプファイヤーを囲み、お互いの地域の情報交
換やダンス交流で友情を深めました。
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(８月３日～５日）
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　太美駅前スウェーデンプラザを会場に太美商工振興会の主催で恒例
の夏祭りが開催され、子供から大人まで2,500人が暑い夏のひとときを
過ごしました。当日は、小学生を対象としたラムネの早飲み大会、大人
のビールの早飲み大会やお楽しみ抽選会などで来場者を楽しませてい
ました。
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(８月８日）
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　北海道庁赤レンガで行わ
れた「第２４回北海道切花品
評会」で大江正人さん（東
裏）が出品したカラー「ブ
ラックマジック」が最高賞
の農林水産大臣賞に輝きま
した。
　高い栽培技術を誇る本町
の花卉農家は、例年好成績
を収めていて、今年も大江
さんをはじめ、中田恵一さ

ん（東裏）が農林水産省生産局長賞受賞など７名
の方が入賞しました。
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　　(7月２３日）

　町共同募金会（工藤
はる子会長）が主催し
た「第５回赤い羽根・
歳末たすけあいチャリ
ティーゴルフ大会」が、
ハッピーバレーゴルフ
場で行われました。大
会趣旨に賛同した町内
外１７３人の参加費の一
部を募金に充てたほか、チャリティーホールを設けて寄付
を募ったり、ゴルフ用品オークションなどで、約４０万円が
集まりました。町出身の落語家柳亭痴楽さんも来町して参
加者とゴルフを楽しみました。
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　北海道医療大学生が日本テレビが行う２４時間テ
レビ「愛は地球を救う」に協賛したチャリティー
イベントを開催しました。メイン会場の阿蘇公園では、募金活動が行われたほか、１日目に近郊の大学などのよ
さこいソーランや町内子供ジャズダンスサークルの軽快な踊りが披露され会場を盛り上げました。
　阿蘇少年野球場には、学生と町内の障がいのある子供たちと親が空き缶約5,500個でふくろうと地球を描いた巨
大アート（縦５ｍ・横９ｍ）をバックネットに展示した中、２４時間プレーを続けるティーボールが開始、時折、
テレビ中継も行われながら翌日の１５時まで町民や団体４２チーム４２０人が参加してゲームを楽しみました。
　医療大学生や町内団体の出店前には、車椅子が移動しやすいようにベニヤ板を敷きつめたり、障害者用トイレ
を用意するなど障がいのある方も参加しやすい工夫が凝らされ、子供からお年寄り、障がいがある方まで多くの
町民がフィナーレまで賑わいました。
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　(８月２１日～２２日）
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「この夏こそダイエット！」「今年

こそ運動不足を解消しよう」と思

いつつ暑かった今年の夏が過ぎて

しまった方など、過ごしやすいこ

の季節に、運動習慣を身に付ける

健康づくりを始めませんか？

　健康運動指導士があなたに合っ

た運動プログラムを作りアドバイ

スします。

　ご希望の方は、3カ月間を目標

にゆとろで運動を継続できます。

　また、保健師・栄養士も健康づ

くりのお手伝いをします。

▼��　生活習慣病予防やダイ

エットのために運動を始めたい方。

▼���　９月１０日（金）、

１０月１５日（金）、１１月５日（金）

▼��　９時３０分～１１時３０分（指

定時間を連絡します。）

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　運動プログラム作成とア

ドバイス、体重・体脂肪・血圧測

定、柔軟性・持久力などの体力測

定。
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　「巡回児童相談」は、子育てに関

する相談窓口です。お子さんのよ

り良い成長のため、是非ご利用く

ださい。（事前申し込みが必要。）

▼����９月３０日（木）

▼���ゆとろ（西町）

▼����　しつけ、言葉の発
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▼�����　福祉課保健サービ

ス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６）

達、精神発達などのあらゆる相談。

▼���　北海道中央児童相談所

の児童福祉司と心理判定員

▼����　９月１０日（金）

▼���

①相談人数に制限があります。

（申込状況により、相談が受けら

れない場合もあります。）

②相談時間は、申込者の事情など

を考慮しながら決定します。（場

合によっては、学校の授業時間中

に設定されることもあります。）

▼�����　事前に福祉部子育

て担当（「ゆとろ」内・�２３－３０２４）

へ。
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　町では子供たちの健康を守るた

め受動喫煙防止措置として、教育

施設・児童福祉施設の建物と敷地

内を全面「禁煙」とします。

　皆さんのご協力をお願いしま

す。
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★町立幼稚園　

★町立保育所 

★町立小学校　

★町立中学校

★当別町子どもハウ

ス（緑町こどもプレイハウス・当

別町母子通園センター） 
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�３歳未満の児童また
は市町村民税非課税世
帯の方は、医療費の自
己負担分を助成。ただ
し初診時一部負担金の
医科５８０円、歯科５１０
円、柔道整復２７０円(乳
幼児医療は除く）は自
己負担になります。
�上記以外の方は、
１割負担。
（月額上限以内）

※月額上限

　　入院40,200円

　　通院12,000円

�健康保険証と印鑑
�身体障害者手帳
　または療育手帳

①身体障害者手帳1級・2級の方と、3級（心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸または人免疫不全ウ
イルスにより免疫機能に障害がある）の方。

②療育手帳「Ａ」判定の方。
③精神科医から「重度知的障害者」と診断された方。
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�健康保険証と印鑑
�児童扶養手当証書
   または戸籍謄本

①父親がいない（行方不明等も含む）または父親が重
度心身障害者等の家庭の母親と児童。

②両親のいない児童。
③母親がいない（行方不明等も含む）または母親が重
度心身障害者等の家庭の父親と児童。

※対象者は20歳未満の児童と母または父。（18歳以上
の児童は在学証明書が必要。）

※児童は入院と通院、母または父は入院のみ助成対象。

�������

����

�������

������

�子供の名前が記  
　入された健康保
　険証と印鑑

入院、通院ともに小学校就学前までの児童が対象。
（平成１３年４月１日以降に生まれた児童は所得制限あり）
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※すべての制度は所得による制限があります。
※�は、前夫、前妻からの「養育費」も所得金額に加算。
※平成１６年１月１日の時点で当別町に住民登録がない方
　は「所得証明書」も手続きに必要。
※父子家庭等の方は、９月１日（水）から申請手続きを
お願いします
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　福祉課福祉係（「ゆとろ」内・�２３－３０１９）
���������	
   
　子育て担当（「ゆとろ」内・�２３－３０２４）

　支援費制度は、身体や知的に障

がいを持つ方自らが、必要とする

サービスを選択し、サービス提供事

業所と契約して利用する制度です。

　支援費制度によるサービスを希

望する方は、事前に福祉係に申請

してください。

▼������
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�身体障害者居宅介護（ホームヘ

ルプサービス）　�身体障害者デ

イサービス　�身体障害者短期入

所（ショートステイ）

�����������

�身体障害者更生施設　�身体障

害者療護施設　
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�身体障害者授産施設
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�知的障害者居宅介護（ホームヘ

ルプサービス）　�知的障害者デ

イサービス　�知的障害者短期入

所（ショートステイ）　�知的障害

者地域生活援助（グループホーム）
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�知的障害者更生施設　�知的障

害者授産施設　�知的障害者通勤

寮　�心身障害者福祉協会が設置

する福祉施設
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�児童居宅介護（ホームヘルプ

サービス）　�児童デイサービス

�児童短期入所

�������　福祉課福祉係（�

２３－３０１９）

��������	
����
��������	

�� ��

���������	
�����������	
��

��������������
次の医療費制度が改正となります。
対象の方には、受給者証の変更など詳細を福祉課より通知します。
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　北海道苦情審査委員制度は、道

が行っている業務や制度などに関

して苦情がある場合、ご自身の利

害に関わる苦情であれば個人・法

人を問わず未成年者も申し立てを

行うことができる制度です。ただ

し、裁判で係争中やすでに確定し

たものなどは審査の対象とはなり

ません。

　申立書の受付後、苦情審査委員

が中立な立場から内容を調査し、

苦情の解決に向けて迅速に処理を

行い、申立人や道の機関に通知し

ます。

　なお、個人情報の保護には十分

配慮します。

▼���　北海道総務部総務課道

民相談センター内に備え付けてあ

ります。郵送希望の場合はご連絡

ください。

▼���������	　同相談

センター（〒０６０－８５８８　札幌市

中央区北３条西６丁目/�０１１－

２３１－４１１１・内２２－７０６/�０１１

－２４１－８１８１）

��������	
���
��������	
��

�� ��

　乳がんは、40歳から50歳代に多

いがんです。北海道は乳がん死亡

が全国ワースト４位なのをご存知

ですか？

　町では、女性を対象に子宮が

ん・乳がん・骨粗しょう症検診を

実施します。　事前に電話か窓口

で申し込みの上、受診してくださ

い。

��������

��������１０月２９日（金）

�������������

１０月２７日（水）

�����　

午前の部　８時４５分～１１時

午後の部　１２時４５分～１４時

������北海道対がん協会札

幌検診センター

▼��������	
表のとおり

�����託児希望の方は申し込

みの時に相談してください。

�������　福祉課保健サー

ビス係（「ゆとろ」内・�2３－２３４６）

���������
��������	
���

�� ��

�����

�����
��������

����������30歳以上��������	


��������必要者����������������������

��������30歳以上���������	

��������40歳以上������������	
�����

��������30～59歳��������

※婦人科超音波検査を希望の方は、ご相談ください。
※生活保護を受けている方は無料。
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　町では、すべての町民が生涯を

通して心身ともに健やかな生活を

送れるように「(仮称)当別町健康

づくり計画」を策定しています。

　委員会では、健康に関する情報

を共有し意見交換を行いながら行

動計画づくりを進めています。

▼��　９月２７日（月）　１８時（２

時間程度）

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　こころの健康づくりにつ

いて

▼��　福祉課保健サービス係

（「ゆとろ」内・�２３－２３４６) 

��������	
���
��������

�� ��

　様々なストレスが取り巻く社会

では、人と人とのつながりが少な

く、ゆとりのある生活を送ること

が難しくなっています。地域でこ

ころの健康を保つこと、こころ豊

かに生きることとは、どういうこ

とでしょうか？

　今回、町では「こころの健康セ

ミナー」を開催します。こころの

健康についての話を聞き、皆さん

で楽しく交流をしませんか？

▼��　９月１０日(金)　１３時３０分

～１５時３０分

▼��　ゆとろ（西町）

▼���①講演　「こころ豊かに

生きるワザ」　講師中川賀嗣さ
ん

〔北海道医療大学教授（医師）〕

②報告　「当別町のこころに関す

る実態と情報」　③交流会　

▼�����　福祉課保健サービ

ス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６）

���������	

���������	
��

�� ������

　国民年金は、日本に住む２０歳以

上６０歳未満の全ての方が加入し、

共通の基礎年金を支給することを

目的とした制度です。会社員など

厚生年金に加入している方、公務

員など共済組合に加入している方

を除き、２０歳になったら必ず国民

年金に加入し、国民年金保険料を

納めなければなりません。

　国民年金には、老後に支給され

る「老齢基礎年金」、病気や怪我な

���������	

　９月８日・２９日の水曜日
　1階国保年金係へお気軽に
　お越しください。
���������	


��　札幌北社会保険事務所
��　９月１７日（金）

　　　１０時～１５時
��　商工会館（錦町）

��������
��������	�
�

�� ��

　老齢・退職（基礎）年金を受給

している方は、毎年������

��の提出が必要です。社会保険

庁などの��������を誕生

月の期限までに提出しないと年金

の受給が一時停止となり、同時に

介護保険料の��������	

���������

　年金から介護保険料の天引きが

できなくなると、天引きが再開さ

れるのが翌年10月からとなり、そ

れまでの間は納付書で介護保険料

を金融機関の窓口で納めることに

なります。納め忘れを防ぐために

も��������は忘れずに提

出しましょう。

▼��　福祉課介護サービス係

（「ゆとろ」内・�２３－３０２９）

��������	
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�� ������

　交通事故に遭い国民健康保険を

使って病院にかかった場合には、

過失割合（被害者と加害者の責任

割合）に応じて病院代を相手側の

保険会社が負担することになりま

す。

　そのため過失割合に応じた保険

給付（病院代の７割）の額を国民

健康保険が相手側の保険会社に請

求することになりますので、��

��������	
����

��������	

���������	
�����

���������	
������

��������	


��������	

��������	


※届け出をしなかった場合や遅れ

た場合は、本来保険会社が負担す

べき病院代を加入者が納めている

国民健康保険税で支払うことにな

ります。

▼��　住民生活課国保年金係

（�2３－２４６７）

��������	
�
��������	�
��

�� �� どにより障害の状態になった場合

に支給される「障害基礎年金」、亡

くなった場合に残された遺族に支

給される「遺族基礎年金」などが

あります。

　しかし、加入の手続きをしてい

なかったり保険料を納めていな

かったりすると、これらの年金を

受けられない場合があります。国

民年金は老後だけではなく、若い

方にも身近な制度です。必ず加入

の手続きを済ませ、保険料をきち

んと納めましょう。
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　今年も全国各地の行刑施設から
様々な刑務所作業製品を集め展示
即売会や模擬舎房の設置、チャリ
ティーを目的としたオークション
など、たくさんの催し物を実施し
ます。多数の
来場をお待ち
しています。
▼��　9月11日（土）・12日（日）
　９時～１５時
▼��　月形刑務所敷地内特設会
場（樺戸郡月形町1011番地/駐車場
完備）
▼����　総桐タンスなど各種
タンス・ダイニングセット・応接
セット・花台・陶器類・味噌・醤
油など約6,000点を展示。
▼���　両日とも先着１００名に
粗品進呈
▼���　月形刑務所企画部門作
業（�0126－53－3235）

�������

�����������	�
����
�������

�����������	


�����������
������

１９８２年当別町生まれ。
桐朋学園大学在学中に
日演連新人演奏会にて札幌交響楽
団と競演。ザルツブルグ国際音楽
祭や米アスペン音楽祭に参加。

����

����　ディヴェルティメント
���　　シャコンヌ
������　カノン　ほか

���������	
��������

▼��　当別実行委員会  ▼���　水野（当別中学校・�23－2158）

��������	
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������������ ����������	
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  ▼���　航空自衛隊当別分屯基地
　　　　　　　（池邉・�23－2３４４）

��������	
��

���������	
���

入場無料・上履きをご用意ください。

���������������

����

11月13日（土）・１４日（日）
����

１２月１４日（火）～１７日（金）

9月10日
（金）
　　～
10月１日
（金）

高卒（見込含）以上
２１歳未満の者

�����

��

����

1０月1７日（日）
����

１１月１９日（金）・２０日（土）

高卒（見込含）以上
２４歳未満の者

����

受付時に通知随時
１８歳以上２７歳未満
の者　　

������

��（男子）

��������	
��������	


■���
江別募集事務所
�０１１－３８３－8９５５
住民生活課住民生活係
�23－3209　
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　税関では、終戦当時本邦に引き

揚げてきた方々の通貨・証券など

をお返ししています。

　返還の申し出は、本人ばかりで

なく、ご家族の方でも結構ですの

で心当たりの方は、上陸港（地）

を所轄する税関または最寄りの税

関へ問い合わせください。

◎終戦後、海外から引き揚げてき

た方が、上陸港（地）の税関、

海運局に預けた通貨・証券など

◎帰国前に樺太や満州などにあっ

た在外公館、日本人自治会に預

けた通貨・証券などのうち日本

に送り返されたもの

▼���　札幌税関支署（札幌市

中央区大通西10丁目・�011－231

－1443/ホームページ：

http://www.hakodate-

customs.go.jp/19shoken/index.html

���������	
�

������甲種、乙種（第１～

第６類）、丙種

◎����１０月２４日（日）

◎���　札幌市ほか

◎�����９月９日（木）

���������	


◎����１０月１３日（水）、１２月

７日（火）（どちらか１回受講）

◎���　札幌市など

◎�����受講希望日の１０日

前まで。

▼��　当別消防署消防課指導係

（�2３－２５３７）　　　　　　　　

��������	
��������	


�� ������

　米の収穫期を迎え、もみ乾燥機

の使用時期となりました。次の点

に十分注意し、火災予防をしま

しょう。
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　住宅金融公庫では、現在融資のご返済中の方で、収入の減少などで

返済が困難になった方に、返済期間の延長などの返済条件変更などの

相談を実施しています。

　返済に不安を感じている方は、住宅金融公庫北海道支店または現在

返済中の金融機関にお早めに相談してください。

▼����　月～金曜、第１・第3日曜　９時～１７時

▼���　住宅金融公庫北海道支店（�０１１－２６１－８３０８）

▼������　http://www.jyukou.go.jp/
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��������

������

���������	
�������

������

���������	�

������������	
�

�����������������

��������	
���

��������

��������	
���������	
�
�������
� �����������

�１６歳から６９歳までの健康な方。
�６５歳以上の方は、献血を経験
(60～６４歳）している方。

�������������

�10時～11時３０分
���������	


　1２時～13時３０分
���������	
������

�14時～16時
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　無駄な生命保険、わかりにくい
生命保険をやさしく解説し、ご自
身の保険の見直しなどに役立つセ
ミナーです。終了後、個別証券分
析も行いますので、ご希望の方は
保険証券をご持参ください。ご夫
婦で是非ご参加を。参加料は無料
です。
���　９月１４日（火）
             １３時～１５時
���　西当別コミュニティーセ
ンター（太美町）
���　１０名（要予約）
����　北海道生命保険相談会
小池（�011－641－0213）
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■
井
利
元 
友
貞 
さ
ん
（
ビ
ト
エ
）

と
も
さ
だ

　

平
成　

年
８
月
２
日
逝
去
（　

歳
）

１６

９６

　

昭
和　

年
町
政
功
労
者
賞
受
賞

４８

�
�
　

当
別
町
議
会
議
員
と
し
て
３
期　
１２

年
、
当
別
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
と
し
て　

年
間
、
当
別
町
農
業
委
員

１１

会
委
員
と
し
て
３
年
間
な
ど
、
長
年
に
亘

り
町
政
発
展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
ま
し
た
。

■
田
村 
正
治 
さ
ん
（
園
生
）

ま

さ

じ

　

平
成　

年
８
月　

日
逝
去
（　

歳
）

１６

11

92

　

昭
和　

年
町
政
功
労
者
賞
受
賞

59

�
�
　

当
別
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
と

し
て
８
年
間
、
民
生
委
員
と
し
て
６
年
間
、

駐
在
員
と
し
て　

年
間
な
ど
、
長
年
に
亘

１０

り
町
政
発
展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
ま
し
た
。

▼��　9月21日（火）～30日（木）
����
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　特に通り慣れた無信号の交差点で
の確実な安全確認を習慣づけま
しょう。
����������	

　いつも通り慣れた道路でも、横断
するときは、必ず安全を確認しま
しょう。

�������������

�166347����

112�����

�319968�����

���������	


�����

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

▼
竹
田
香
代
子
さ
ん
（
西
町
）
か
ら　

万
円

１０

▼
鈴
木
榮
一
さ
ん
（
金
沢
）
か
ら
５
万
円

▼
棚
村
治
男
さ
ん
（
対
雁
）
か
ら
５
万
円

▼
自
由
市
場
実
行
委
員
会
（
大
津
正
一
委
員

長
）
か
ら
１
万
円

▼
匿
名
の
方
か
ら　

万
円
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▼�
北
都
メ
タ
ル
ア
ー
ト
（
佐
々
木
寛
爾
代

表
取
締
役
）
か
ら 
刺
股 　

本

さ
す
ま
た
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▼�
札
幌
地
区
ト
ラ
ッ
ク
協
会
北
支
部
か
ら

図
書
「
ラ
ン
デ
ィ
ー
と
き
い
ろ
の
ト
ラ
ッ
ク
」
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小
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繁
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し

げ

お

濱
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善
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ん
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う

鈴
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は
る

菊
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則
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の
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お

棚
村
ツ
ス
ヱ

石
塚　
 
裕
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ゆ

う

こ

上
田　

正��
����
ま
さ
の
り

富
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ノ
ブ

河
村
ミ
サ
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正
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し
ょ
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い
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（社）札幌地区
トラック協会北
支部から、スク
リーン１台が寄
贈されました。
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����10月7日 ※一日合同行政相談日

　　　　13時～16時
�����　事前に福祉課福祉
係（�23－3019）へ。

���������	
��

���9月9日、24日 ※２３日祝日のため

　　　　13時～16時
�����　町社会福祉協議会
（�2２－２３０１）へ。
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�����������8月1日現在�
 （　）は前月との比較
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　道民の森管理事務所・�22－3911

　�������　
���　 9月１９日（日）
９時３０分までに神居尻
地区案内所に集合。

���　道民の森から自然の恵みの
きのこを採取します。
例年、とても好評なイベントです。

��������
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　９月半ばから牧場南
地区の植物園では、ブドウや
リンゴなど、いろいろな果物
が収穫できます。　ぜひ味見に
いらしてください。

　当別YOSAKOI踊り隊
が、ゆとろの「デイサービ
ス」の夏祭りに久しぶり
の踊りを披露しました。
　サービスを利用してい
る方も威勢の良い踊り
に、楽しいひと時を過ご
しました。（７月２７日）

��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																				��������	

相談は無料で専門の  
相談員が応じます。
内容は厳守されます。

����～町顧問弁護士が相談に応じます。
����～行政に関する要望・意見・苦情など。
委員＝平出理三郎さ

ん

������～生活上のトラブルや悩みごとなど。
専門相談員＝二ノ宮隆精さ

ん

����～人権侵害など。
委員＝岩田伸一さ

ん

����～商品や日常の消費生活の問題など。
相談員＝椛澤チヅ子さ

ん

����　秘書課広報広聴係（�２３－３０６９）

���　１０月７日（木）
              １３時～１６時
���　ゆとろ（西町）

����������	
������������

　昨年、商工会女性部全国大会で最優秀
賞を収めた町商工会女性部長石本留美子
さんら５個人と１団体の名前が記された
銘板が、８月９日に披露されました。
　文化・スポーツなどで全国的に活躍し、
当別町の名を広めた町民の栄誉を称える
もので、対象者は、全国規模で３位以上
の成績を収めた個人、団体を町銘板設置
選考委員会で決定したものです。  

��������	
��

　北海道中学校体育大会に出場した町内の中学生が、８月２０日、役場を訪れ、
泉�町長に結果を報告しました。西当別中学校女子ソフトボール部が、全道３
位の素晴らしい成績を収めたほか、太田千晶さん（西当中２年生）が水泳１００m
自由形で４位に入賞しました。当別中学校女子剣道部は善戦しましたが予選

リーグで惜敗しました。
　また、書道に取り組む当別小
学校は、第３５回全道書道コン
クールの学校の部で団体優勝
（４年連続・１５回目）に輝きま
した。
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13：00～
15：00

　 ��日 月

���

妊婦同士の交流を中心に元気に妊娠、出産
期を過ごしましょう。

���������	
�
�
�
�
�
�
�
�
	



受付13：00～
14：00

����日 月
��月�日月該当の日程を対象者へ通知します。

お子さんの成長を確認し、子育てや離乳食
など、日ごろの悩みを解消しましょう。

����������	


受付13：00～
14：00

 ��日 金���������	
�

13：00～
13：30

����日 火4歳未満　
ツ反判定が陰性のお子さんにBCGを接種
します。（予約不要）

��������	


����日 木�������

1０：０0～
1５：０0

���日 月
���日 火

巡回ドック・フレッシュ健診の結果をもと
に、医師・保健師・栄養士の相談を実施し
ます。

�������
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���日 水���

9：30～
11：30

���日 水���保健師や栄養士が健康についての相談に
応じます。

����
���日 木���

9：30～
11：30

�����日 金� 

���

健康運動指導士が個別の運動方法をアド
バイスします。

��������	
�

毎週月・金曜
２０日は祝日
のため２１日
（火）に開催

必要な方はゆとろの運動器具を使った運
動実践ができます

�������

10：30～
14：30

����日 水
��月�日水

脳卒中、神経難病などにより、体や言葉に
不自由さがある方。

������

10：30～
14：30

����日 水
脳卒中など同じ病気を持つ仲間と交流や親
睦をはかりたい方。

�������

10：00～
12：00

���日 火外に出る機会の少ない高齢の方。���

10：30～
14：30

���日 木���外に出る機会の少ない高齢の方。�������

18：30～
20：30

����日 月���お酒で悩んでいる方とその家族。
（断酒会の申込み・詳細）
日中は江別保健所�011－383－2111
夜間は工藤�22－2510へ。
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�����日 月 ����
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DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）

�生後３カ月～90カ月未満

DT（ジフテリア・破傷風

 �11歳・１２歳

麻しん�生後12カ月～90カ月未満

風しん�生後12カ月～90カ月未満

■印の機関は事前に予約してから予防

接種を受けてください。
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貸
金
業
に
は
、
貸
金
業
規
制
法
に
よ
る

登
録
が
必
要
で
す
。
登
録
さ
れ
た
業
者

で
あ
る
か
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
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�
�
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�
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�
	


�

　

契
約
前
に
貸
付
利
率
や
返
済
方
法
な

ど
の
条
件
を
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。  

   
き
ち
ん
と
説
明
し
な
い
業
者
は
選
ば

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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契
約
内
容
を
よ
く
読
み
、
契
約
事
項
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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債
務
を
弁
済
し
た
と
き
は
、
受
取
証
書

（
領
収
書
）
の
交
付
を
必
ず
受
け
、
保
存

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
、
年
金
受
給
証
な
ど
は
、
担

保
と
し
て
渡
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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�
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内
容
を
記
載
し
て
い
な
い
書
面
に
記

名
、
押
印
を
迫
ら
れ
て
も
絶
対
に
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
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借
金
の
連
帯
保
証
人
は
、
借
り
た
人
が

何
ら
か
の
理
由
で
返
済
で
き
な
く
な
っ

た
場
合
に
、
代
わ
り
に
全
額
を
支
払
わ
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
保
証
契
約
を
よ

く
把
握
し
て
か
ら
引

き
受
け
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

北海道では、苦情相談のフリー
ダイヤルを設置しています。
      �０１２０－１－ ７８３７２ 

ナヤミナニ

           毎週月曜と金曜
１０時～１２時、１３時～１６時
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広
報
「
と
う
べ
つ
」
9
月
号　

平
成　

年
9
月
1
日
発
行　

通
巻　

号　

編
集　

企
画
部
秘
書
課

16

612
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 「被災地のボランティアの方をボランティアで支
援しています。被災地では、被災者を援助する体
制は整いますが、ボランティアに入った人までは
とても援護できません。そこへ私たちボランティ
アネットワークが入っていき、ボランティアセン
ターの立ち上げや炊き出しのやり方など作業がス
ムーズに行くように手を差し伸べています」と、実
に明るくにこやかな山口さん。
　１９９９年に山口さんが設立した「災害救援ネット
ワーク北海道」は、全国組織の「全国災害救援ネッ
トワーク」と「震災をつなぐネットワーク」の傘下
にあり、「北海道ボランティアサポートセンター」
や「北海道ボランティアコーディネイト協会」と手
をつなぎながら、レスキューレンジャー北海道、ス
ノーモビルレスキュー連盟、NPO日本救難バイク
協会北海道支部などと連携を取り、救難要請が
あった場合に直ちに現地に向かう体制を整えてい
ます。
　また、山口さんは全国各地域でボランティアに関
する講演や炊き出し実習など年間８０本もの活動
と、災害時には現地調査と行政が手の届かない部
分での救援活動などを行っています。
　「各地区の災害情報は逐次FAXが送られてくる
ので状況は常に把握しています。現地で不足して
いる物資があれば調達してすぐに発送します。こ
の前の福島豪雨で、現在タオルが足りないという
連絡を受けたので、全道の社会福祉協議会に呼び
かけて集めました。これから送るところです」と話
す山口さんのお宅には、山のようにタオルが積ん
でありました。

　「今年は道内全市町村の社会福祉協議会やボラ
ンティアセンターを回って、その町にあったボラ
ンティア方法を企画提案しているところです。災
害時に社会福祉協議会などを窓口に、地域で動け
る若い人を集めて支援していく体制づくりのノウ
ハウなどを教えています。災害は絶対起こらない
とは言えません。もしもの時に、被災者が今日食
べるもの、今日寝るときの毛布を迅速に配布でき
るように備蓄もしています。行政が動ける体制に
なるまでのつなぎ役としてやっています」とあくま
でも、ボランティアや行政をバックアップする体
制に徹しています。
　「春の当別消防まつりで炊き出し実習を行いま
した。消防には当然予算はないので、自分たちで
農家を回って野菜を分けてもらい、ボランティア
センターでお手伝いの人を手配してもらいながら
作った豚汁500食は、あっという間になくなりまし
た。
　８月初めの教育委員会主催事業の岩出山町との
ジュニアリーダー交流にも、子供たちに豚汁の炊
き出し実習を行いました。おぼつかない手で芋の
皮剥きからおにぎりづくり、できた豚汁をみんな
でおいしく食べたことが、いつか何かあったとき
の経験になっていってほしいと思っています。
　各地域のコミュニケーションづくりや、人づく
り、町づくりをお手伝いして、最終的に災害時に地
域が連携してやっていけることが大切だと思って
います」と歯切れ良く話す山口さんは、今日もボラ
ンティア支援に全国を駆け巡っています。
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